
ほんみょうじ こども食堂 団体規約 
 

第１条【名称】 

団体の名称を「ほんみょうじ こども食堂」とする。 

 

第２条【所在地】 

この団体の所在地を次の所在地におく。 

    東京都墨田区太平２－７－１ 本明寺 

 

第３条【目的】 

この団体は様々な環境下にある子どもたちに安心安全な食事と居場所を定期的に

提供することで、青少幼年の健全な心身の育成に貢献する。また活動を通して、

親や地域のシニア世代との交流に取り組むことを目的とする。 

 

第４条【構成員】 

この団体は、本団体の目的に賛同し、本団体の活動に協力寄与する個人または団

体をもって構成される。 

 

第５条【役員】 

この団体に次の役員を置く。 

    代表  １名 

副代表 １名 

会計  １名 

 

第６条【役員の任期】 

代表は総会において推挙する 

２ 役員の任期は２年とする。但し、再任を妨げない。また、補欠として選出された

役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第７条【代表】 

代表は会を代表し運営する。副代表は代表を補佐し、代表が欠員の時は代表の職

務を遂行する。 

 

第８条【運営】 

この団体は、毎年 1 回の総会を開催し、重要事項を審議する。また、議事は出席

者の過半数の同意をもって決定する。 

２ 構成員は、総会に出席できないときには、委任状の提出を以て出席に代えること

ができる。この場合、その議事及び議決の権限は、出席した委員にこれを委任す

るものとする。 



第９条【財務】 

  本会の経費は、寄付金、助成金、その他の収入をもってこれに充てる。 

２ 活動に必要な経費については、会計が適正に管理を行い、総会時に閲覧を受ける

ものとする。 

３ 本団体の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月末日に終わる。 

 

第１０条【規約改正】 

この規約は、総会出席者の過半数をもって改正することができる。 

 

第１１条【設立年月日】 

本会の設立年月日は２０２１年４月１日とする。 

 

（附則）この規約は２０２１年４月１日から適用する。 

 

この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。 

東京都墨田区太平２－７－１ 

ほんみょうじ こども食堂 

代表 井部 久美子 印 


